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小
学
６
年
生
を
対
象
と
し
た

租
税
教
室
を
７
月
10
日
、
行
仁

小
学
校
（
写
真
㊤
）
に
お
い
て
開

催
し
ま
し
た
。 

 

講
師
は
青
年
部
会
の
畑
英
治

さ
ん
と
佐
藤
暁
生
さ
ん
が
務
め
、

税
金
の
意
義
や
役
割
に
つ
い
て

Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
イ
ラ
ス
ト
の
パ
ネ
ル

を
用
い
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く

解
説
し
た
。 

 

今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
予
防
と
し
て
マ
ス

ク
の
着
用
や
、一
億
円
の
重
さ
を

体
験
し
た
後
の
児
童
に
手
指
消

毒
を
行
う
な
ど
の
対
策
も
徹
底

し
て
実
施
し
ま
し
た
。 

 

続
い
て
７
月
12
日
に
は
小
金

井
小
学
校
（
写
真
㊦
２
枚
）
３
ク

ラ
ス
に
お
い
て
も
租
税
教
室
を

行
い
、青
年
部
会
の
内
川
将
克
さ

ん
、
庄
司
遼
さ
ん
、
大
田
和
宗
さ

ん
、畑
英
治
さ
ん
が
講
師
を
務
め

ま
し
た
。 

 

法
人
会
で
は
今
後
も
、
12
月

～
１
月
に
会
津
若
松
市
内
の
４

校
を
担
当
し
ま
す
。 

 

１ 
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本
年
七
月
の
定
期
人
事
異
動
に
よ
り
、 

会
津
若
松
税
務
署
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し

た
石
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

出
身
は
米
沢
で
、
小
学
校
時
代
は
体
育

館
に
掲
げ
て
あ
る
鷹
山
公
の
「
為
せ
ば
成

る
・
・
」
を
暗
唱
さ
せ
ら
れ
た
世
代
で
す
。 

福
島
県
勤
務
は
二
度
目(

震
災
時
に
福

島
署
勤
務)

、
会
津
若
松
勤
務
は
初
め
て
で

す
。 こ

の
一
年
、
会
津
の
歴
史
や
文
化
は
も

と
よ
り
、
皆
様
の
人
情
に
も
触
れ
な
が
ら

職
務
に
精
励
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

星
会
長
を
は
じ
め
、
会
津
若
松
法
人
会
、

会
員
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り
税
務
行
政

の
円
滑
な
運
営
に
つ
き
ま
し
て
、
深
い
ご

理
解
と
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
っ
て
お
り

ま
す
こ
と
に
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 会

津
若
松
法
人
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
各
種
事
業
活
動
が
抑
制
さ
れ
る
状

況
の
中
、
納
税
意
識
の
向
上
と
企
業
経
営

並
び
に
社
会
の
健
全
な
発
展
の
た
め
、

日
々
活
動
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
ど
も

と
い
た
し
ま
し
て
も
、
研
修
会
へ
の
講
師

派
遣
や
法
人
会
活
動
へ
の
参
加
な
ど
を
通

じ
て
、
貴
会
と
の
協
調
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、
今
後
と
も
活
発
な
事
業
活
動

を
展
開
さ
れ
、
組
織
の
拡
大
が
図
ら
れ
ま

す
こ
と
を
、
心
よ
り
ご
期
待
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

さ
て
、
年
末
調
整
事
務
の
一
般
的
な
説

明
、
税
制
改
正
事
項
や
誤
り
や
す
い
事
例

な
ど
を
源
泉
徴
収
義
務
者
の
皆
様
に
説
明

す
る
た
め
、
毎
年
11
月
中
旬
に
年
末
調
整

説
明
会
を
開
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
及
び
参
加
さ

れ
る
皆
様
の
安
全
を
考
慮
し
、
本
年
の
年

末
調
整
説
明
会
に
つ
き
ま
し
て
は
開
催
を

中
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
ご
不

便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理

解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

説
明
会
は
中
止
い
た
し
ま
す
が
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
Ｗ
ｅ
ｂ-

Ｔ
Ａ
Ｘ-

Ｔ

Ｖ
に
お
い
て
、
年
末
調
整
説
明
会
の
内
容

と
お
お
む
ね
同
じ
内
容
の
「
年
末
調
整
の

し
か
た
」
と
「
法
定
調
書
の
作
成
と
提
出
」

の
動
画
を
本
年
も
掲
載
予
定
で
す
の
で
、

是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
適
正
な
申
告
納
税
の
推
進
と
納

税
意
識
の
向
上
に
向
け
た
取
組
に
も
力
を

注
ぎ
つ
つ
、
添
付
書
類
も
含
め
た
ｅ-

Ｔ
ａ

ｘ
の
一
層
の
普
及
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

の
一
層
の
普
及
・
定
着
に
向
け
た
取
組
、

期
限
内
納
付
の
確
保
、
租
税
教
育
の
充
実

な
ど
の
ほ
か
、
酒
処
会
津
の
酒
類
業
の
振

興
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。 

会
津
若
松
法
人
会
並
び
に
会
員
の
皆
様

に
は
、
会
報
誌
等
を
通
じ
た
Ｐ
Ｒ
や
租
税

教
室
へ
の
講
師
派
遣
な
ど
、
こ
れ
ま
で
も

多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
が
、
引
き
続
き
、
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

結
び
に
、
会
津
若
松
法
人
会
の
益
々
の

ご
発
展
と
会
員
企
業
の
ご
繁
栄
、
並
び
に
、

会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
を
心
か
ら
祈
念
い

た
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

                              

  

 
                   

        

 

２ 

会津若松税務署長 

石田 浩二 

新
税
務
署
長
ご
あ
い
さ
つ 
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Ｑ；相続税はどのような税金ですか。また、遺産がいくらあったら申告が必要ですか。 

◇相続税は、死亡した人（被相続人）の財産を相続したときや、遺言によって財産を取得したとき

に、取得した人が納める税金です。 

◇下の図の正味の遺産額が基礎控除を超えない場合、相続税はかかりませんが、超える場合は相続

税の申告が必要です。この場合、相続税の総額は実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法

定相続分で財産を取得したものとして計算します。 

 

相続税のしくみ 

遺 産 総 額 

（３年以内の贈与・相続時精算課税の贈与財産等を含む） 

    ↓ 

正味の遺産額 

非課税財産 

①お墓、仏壇、神棚など 

②生命保険金のうち 500 万円×法定相続人の数 

③死亡退職金のうち 500 万円×法定相続人の数 

債 

 

務 

葬式 

 

費用 

    ↓ 

課税遺産総額 基礎控除額 

            ↓ 

        3,000 万円＋600 万円×法定相続人の数 

 

法定相続分 

 配偶者がいる場合 配偶者がいない場合 

子がいる場合 
配偶者２分の１ 

子２分の１ 
子 

子がいない場合 
配偶者３分の２ 

親３分の１ 
親 

子も親もいない場合 
配偶者４分の３ 

兄弟姉妹４分の１ 
兄弟姉妹 

※相続税を計算する場合の法定相続人の数は、次のように取り扱われます。 

 （１）相続の放棄があった場合は、その放棄はなかったものとして計算します。 

 （２）養子の数は、実子がいる場合は１人、いない場合は２人までと制限されています。 

 （３）特別養子、連れ子養子、代襲相続人は、実子とみなされます。 

～日本税理士会連合会ホームページ「やさしい税金教室（令和２年度版）」より抜粋～ 

 

《問合せ先》東北税理士会 会津若松支部長 上杉 雅明 （℡0242-27-7449） 

～困ったときは、お近くの税理士に相談しましょう～ 

３ 
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会員企業の皆様へ 
   支援策を活用して 

コロナに負けない経営を！ 

４ 

１ 申告期限の延長手続 
２ 納税の猶予の特例 
［参考］換価の猶予 

３ 欠損金の繰戻し還付の特例 
 ［参考］災害損失欠損金の繰戻し還付 
４ テレワーク等のための中小企業の設備投資減税 
 ［参考］中小企業の設備等投資減税 
５ 消費税課税事業者選択届出書等の提出の特例 
 ［参考］簡易課税制度選択の変更 
６ 寄附金等・寄附金以外の損金との区分 
７ 役員給与の減額 

税 務 編 

１ 公的資金と利子補給 
［参考］セーフティネット貸付の要件緩和 

２ 民間融資と保証料減免 
３ 借換え・リスケ 
４ 資本制資金供給 
［参考］日本政策金融公庫の資本制ローン 

金 融 編 

１ 持続化給付金 
２ 雇用調整助成金 
 ［参考］小学校休業等に対応する保護者への支援金 
３ 家賃支援給付金 
４ テレワーク助成金 

給 付 金 編 

 

 

法人会では企業における内部統制や経理面などについて“自主点検”を 

簡単にできるよう「自主点検チェックシート・ガイドブック（国税庁支援）」 

の利用を推進しています。 

自社の成長・税務リスク軽減のために、ぜひご活用ください。 

先にお送りした「中小企業のための～コロナ禍を生き抜く 税務＆金融＆給付金ガイド」に同封 

してお送りしております お問合せ：事務局☎0242-22-5821 

 

自主点検チェックシートをご活用ください 
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５ 

社会保険料算出ソフト 福島県版  
 

令和２年９月分 

（10月納付分） 

改正対応版！！ 

 
法人会ホームページからご利用いただけます 

 

 
 

給与事務担当者が社員の方々に、社会保険での改正や保険料率の改訂を正しく説明できる、「社会保険料算

出ソフト・令和２年９月分（１０月納付分）改正対応版」を作成しましたので、ご利用下さい。 

今回、厚生年金保険料率で新たに「３２等級」（標準月額報酬６５万円）が設けられることになりました。

これにより、これまで３１等級で適用されていた６３万５０００円以上の方は、９月分（１０月納付分）か

ら新たに「３２等級」に適用されることになります。 

月額算定届の対象である４～６月まで受け取った報酬月額の平均額が６３万５０００円以上となる方は、

新たな「３２等級」としての厚生年金保険料となります。 
 

年齢、給与月額、年間賞与を 

入力するだけで 

こんなことができます！ 

・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が一発で計算！ 

・各従業員に印刷して配布すれば、正しい知識の周知徹底が 

図れます。 

・経営者は会社負担の1/2の金額を把握して労務管理に活用 
できます。 

会津若松法人会 

   

法人会では次の各種テキストや資料を無料で配布しております。 

また全国法人会総連合ホームページではテキストのダウンロード 

に加え、研修用動画（決算法人用・新設法人用）を公開しています 

ので、ご覧ください。 

 テキストをご希望の方には無料で配布しておりますので、事務局  

☎ 0242-22-5821へお申し付けください。 

  

テキスト一覧 

 ①税制改正のあらまし  ②会社の決算    ③新設法人のための    ④会社取引をめぐる   ⑤源泉所得税 

              ・申告の実務    会社の税金ガイドブック     税務Ｑ＆Ａ      実務のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

   盛夏号に同封済     研修用動画あり     研修用動画あり      秋号に同封         秋号に同封 

      

 

↓ 

新型コロナウイルス感染症に関する

対策リンク集ページ『全法連テキス

ト等の公開』からダウンロードでき

ます 

全法連 

間違い探し『外郎売』の答え ①雲（左上） ②富士山の形 ③頭巾の後ろ ④着物のヒモ⑤扇（左下） ⑥裾（中央下） ⑦背負ってる箱の長さ 
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６ 

 

 

７つの間違い探し 
（答えは５ページにあります） 

[作者紹介] 

神谷一郎（かみや・いちろう） イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会員など。専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経

て漫画家に。現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・ＷＥＢ等で活躍中。第３５回集英社ＹＪ新人賞、第５１回講談社漫画賞などを

受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニアックサイバー」（グラフィック社刊）。 

新型コロナの影響は長期化の様相をみせており、資金力の弱い中小企業はすでに限界にきている。 
経営実態等を見極めながら、雇用と事業と生活を守るための支援策を引き続き講じること。 
 
新型コロナの拡大の収束を見据えつつ、税制だけでなくデジタル化への対応や大胆な規制緩和を 
スピード感をもって行うなど、日本経済の迅速な回復に向けた施策を講じること。 
 
財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう 
準備をすすめること。 

 
                  

主
な
提
言
事
項 

１ 

２ 

３ 

法人会は「令和３年度税制改正に関する提言」を決議しました。 


